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1第３回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

Ⅰ だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活分野～11．地域の活動が活発なまちをつくる

☆この政策でめざす状態

【地域活動】

区民と区の協働による公共活動を通して、生きがいを持っ
て、活き活きと暮らすことができている状態

【文化振興】

区民が自主的・主体的に文化活動に参加し、また享受でき
る環境が整い、文化芸術を通して地域活動が活発なまち
になっている状態

【国際交流】

地域においてさまざまな社会的・文化的な背景を持つ人々
の間で、互いの違いを超えた共生が進むとともに、海外都
市との交流を通じて相互理解が図られている状態

■課題

○課題に対応する取り組みの方向性【地域活動】

・地域最大の住民組織であり、行政のパートナーである町会・自治
会は、地域の課題解決にあたり中心的な役割を担っており、その
活動への期待は、年々高まっている。この活動を活発化し、地域
力を高めるために、町会・自治会への加入を促進する必要がある。

・きめ細かい公共サービスを提供していくため、ＮＰＯ等との協働を
進める必要がある。

・ほぼ区内全域に設置している地域施設（地区区民館・地域集会
所・区民館）の集会機能について、それぞれ異なる利用方法など
を見直し、使いやすくする必要がある。

【文化振興】

・区民が求める文化芸術は多様化してきており、新たな視点に立っ
た事業の充実を図るとともに今後さらに区民満足度の高い事業を
効率的に実現するために様々な方策を検討実施する必要がある。

・（財）練馬区文化振興協会に新たな事業展開が求められている。

・江古田駅周辺３大学等との連携を深め、文化芸術施策に継続的
に反映させていく必要がある。

・文化芸術に関する施策の成果に対して区民満足度を測定する客
観的モノサシを設定する必要がある。

【国際交流】

・国際化が進み、異なる社会的・文化的背景をもつ外国人と日本人
が調和して生活する共生の進展が求められる。

・グローバル化の進展により、海外の人々や都市等との相互理解
の必要性が高まる。

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

20.571.836.953.2
文化芸術の振興や生涯学習・ス
ポーツ振興

26.666.239.352.2地域活動の支援

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価

不満評価満足評価

49.940.842.444.2地域の国際交流

【地域活動】

・町会・自治会に対する、加入促進のパンフレット作成
など様々な支援の実施

・ＮＰＯ活動支援センターにおける、ＮＰＯに関する相
談事業・ネットワーク事業などを通じた、組織の運営
や活動支援の実施

・（仮称）区民協働調整会議を設置し、区として統一
的・総合的に区民との協働を進めるための仕組みを
検討

・地域施設をわかりやすく、使いやすくするための、集
会機能の統一化の推進

【文化振興】

・区民、団体、文化人など文化活動にかかわる方々
の声の施策への反映

・区の文化芸術振興施策の明確化（行政内部の連絡
体制の整備・文化芸術事業の再編）

・「文化芸術振興」に関する評価システムの検討

【国際交流】

・地域の国際交流の推進

・海外都市との交流の推進

11 地域の活動が活発なまちをつくる

111 地域活動を支援する

112 地域活動を支える情報・機会・場の提供を行う

113 区民の文化芸術活動を支援する

114 国際交流を進める

※平成19年度区民意識意向調査より

(1)a)近隣コミュニティの活動基盤の強化を図ります（７頁）

b)地域活動を活発化し交流とふれあいを推進します

c)安心して暮らせるやさしいまちをつくります

d)楽しくやすらげるまちをつくります

(2)b)生きがいを見つけられるまちをつくります（12頁）

c)文化を守り、生み出すまちをつくります

f)健全で安定した行政運営を進めます

区民
生活

(1)a)身近な地域において、総合的な情報案内・相談の入口を

つくります（８頁）
健康
福祉

「交流」「安全・安心」（1頁）

＊地域におけるふれあいや地域活動の活性化が課題となっ
ています。

＊災害対策や防犯対策の充実が課題となっています。

「活力」（２頁）

＊住民一人ひとりの力を引き出す人材活用が課題となってい
ます。

＊世代をこえた交流の場や機会の充実が課題となっています。

＊まちの魅力の充実が課題となっています。

＊今後の財政基盤、都市経営のあり方を検討することが必要
です。

区民
生活

■現状にお
ける課題

「地域社会」（５頁）

＊ 幼児や小中高校生、大学生、高齢者、母親、父親など様々

な立場の人が地域の中で交流し、つながり（絆）を深めるよ
うな工夫が必要です。

教育

(4)＊郷土を理解し、誇りをもって世界の人々と交流する区民
の育成（10頁）

教育

☆めざすべ
き将来像

(1)絆とやすらぎのまち～安全・安心のまちづくり～（４頁）

(2)誰もが生き生き暮らせる元気なまち（５頁）
区民
生活

(1)悩みや不安を身近で解消できる地域社会（４頁）
健康
福祉

(1)b)子どもと親（保護者）が、地域のさまざまな人と触れ合い・
交流する機会をつくっていきます（11頁）

(2)d) 小学校を地域の学習拠点、健康・コミュニティづくりの拠
点として構築していきます（14頁）

教育

○取り組み
の方向性

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞



2第３回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

Ⅰ だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活分野～12．経済活動が活発なまちをつくる

☆この政策でめざす状態

商業や工業や農業を振興し、さらに観光を通して人々を迎
え入れ、にぎわいの創出や区内消費の喚起などにより地
域経済の活性化が図られている状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

・商業については、消費者ニーズに対応し顧客を引き付ける
魅力を持つ個店を増やす必要がある。

・工業については、情報技術の進展、環境問題への取り組
みといった時代のニーズに応えた分野に対応する必要が
ある。

・産業については、漬物産業、伝統工芸やアニメ産業など練
馬区を特徴づける産業の育成を積極的に進めることが必
要である。

・商店会については、地域コミュニティを支える団体としての
機能を踏まえ、多角的な視点からの支援が必要である。

・勤労者については、雇用の安定、若年層の就労促進、仕
事と生活の調和を支援する取り組みが必要である。

・消費者については、安全で安心な生活が送れるよう、消費
者啓発事業の充実を図る必要がある。

・農業については、近隣住環境と農地との調和を図り、「地
産地消」を推進するとともに、農業経営を安定させる必要
がある。また、観光農園や体験型農業の拡充により、観光
交流型農業の発展を図る必要がある。さらに、都市農業・
農地の多面的機能を活用するため、都市農地の保全に努
める必要がある。

・観光については、観光客を増やし、観光による地元産業の
活性化に結びつけることが求められている。また、「まち歩
き観光」地としてのイメージを確立する必要がある。

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

・経営改善、創業等への支援

・産業振興のための拠点となる（仮称）産業振興会館
の整備

・漬物産業、伝統工芸、アニメなど、練馬区を特徴づ
ける産業への支援

・商店街活性化への支援の充実

・区内中小事業所への就労支援、福利厚生事業を充
実させるための支援

・消費者トラブルへの対応、消費者意識の啓発

・農業体験農園の拡充など、農とのふれあい推進・農
業経営の安定化

・都市農地の保全

・観光基盤の整備とまち歩き観光の推進

※平成19年度区民意識意向調査より

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

＜この政策にかかわる個別計画＞

・農業振興計画(平成16年3月策定）

・商工業振興計画（平成15年3月策定）

・観光事業プラン（平成17年3月策定）

30.061.035.354.0都市農業の振興・農地の保全

23.766.947.441.3消費者の自立支援

19.472.356.035.3中小企業・商店街の振興

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価

不満評価満足評価

54.736.439.548.9観光の推進

12 経済活動が活発なまちをつくる

121 中小企業の経営を支援する

122 中小企業の勤労者と就労を支援する

123 消費者の自立を支援する

124 都市農業を支援する

125 快適な買い物環境を整備する

126 まち歩き観光を推進する

(2)a)誰もが尊重されるまちをつくります（12頁）

b)生きがいを見つけられるまちをつくります

c)文化を守り、生み出すまちをつくります

d)身近で魅力ある商店街づくりを進めます

e)地域産業の活性化を図ります

(3)a)まちの農と緑を守り、育みます（全緑疾走）（18頁）

c)農業における起業を支援します

d)教育としての農業体験を広めます（農緑開発機構）

区民
生活○取り組み

の方向
性

「みどり・農地」（１頁）

＊ 練馬区の農地保全は地理的条件から難しい状況におかれていま

す。

環境ま
ちづく
り

(1)「みどり文化”の薫るまち」をめざします（６頁）

＊ 地産地消としての都市農業が保たれている

環境ま
ちづく
り

（１）d)地産地消の仕組みを構築し、持続可能な都市農業を保全しま

す （１０頁）

環境ま
ちづく
り

「活力」（２頁）

＊住民一人ひとりの力を引き出す人材活用が課題となっています。

＊まちの魅力の充実が課題となっています。

＊世代をこえた交流の場や機会の充実が課題となっています。

＊今後の都市像とそれに適したまちづくりのあり方を検討することが

必要です。

「緑・農業」（３頁）

＊農業政策の課題：小規模農家を維持・継承していく取り組みが必

要です。

区民
生活

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

(2)「誰もが生き生き暮らせる元気なまち」をめざします（５頁）

＊ 生きがいを見つけられるまち

＊ 身近で魅力のある商店街

＊ 活力ある地域産業

(3)「農緑（のうりょく）を育むまち ～緑との共生～」をめざします

＊ 農を活かしたまち

区民
生活



3第３回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

Ⅰ だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活分野～13．安心できるまちをつくる

☆この政策でめざす状態

地域に住む区民自ら「自分の生命は自分が守る」という自

助、「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の認識

をもつ中で、区・区民防災組織・防災関係機関の協力によ

り、危機や被害を最小限に抑える態勢が強化され、区民が

安心して生活することができる状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

・防犯・防火に関し、24時間の巡回パトロールの実施など地

域における取り組みが困難な部分について、区の事業充実

が求められる。

・児童の登下校時の見守りなどの防犯や防火、防災等につ

いて、日頃から地域が一体となって活動することが求めら

れる。

・災害に備え、災害時要援護者の支援体制を構築する必要

がある。

・区民の防災意識・防災行動力を一層向上させる必要がある。

・平成１９年度区民意識意向調査では、①地震のときには、

『自分の身を守る』という意識が高いこと、②防災意識を高

めるため、区には『地震や災害についての情報をわかりや

すく提供すること』に取り組むべきであるということが分かっ

た。

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

・安全・安心パトロールカーの運行および地域で防犯

防火活動を行う団体への貸出し、防犯ブザーの配

付およびねりま安全・安心メールの配信等事業の一

層の推進

・生活の安全に配慮したまちをつくるため、各小学校

区域ごとに、地域住民や町会・自治会やＰＴＡ等の

各団体と学校や学童クラブ等の公的施設が協力・

連携して活動する態勢の確立

・『災害時要援護者名簿』への登録を積極的に働きか

けるとともに、防災会等の区民防災組織による災害

時要援護者支援体制の確立

・避難拠点訓練の充実を図るとともに地域防災活動

の中心となる区民防災組織の構成員等の防災行動

力向上を目指した教育・訓練の場の設置

・住宅の耐震化を一層促進することや家の中の安全

確保についての啓発を行うとともに、災害について

の情報を区民に的確に提供できるよう、情報の収集

方法や伝達手段の改善

※平成19年度区民意識意向調査より

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

13 安心できるまちをつくる

131 犯罪等に対する態勢を強化する

132 自然災害に対する態勢を強化する

＜この政策にかかわる個別計画＞

・練馬区地域防災計画（平成19年修正）

・国民保護計画（平成19年3月策定）

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価

不満評価満足評価

6.588.549.144.4防犯・防火・防災

(1)c)安心して暮らせるやさしいまちをつくります（７頁）
区民
生活

「交流」「安全・安心」（１頁）

・災害対策については、区独自の地震時被害のハザードマッ

プの作成、飲料水の確保や避難所の充実など、対策の強化

が求められています。

・防犯対策については、防犯環境の整備や地域住民による防

犯対策の強化が求められています。

・子どもに対する犯罪防止が求められています。

区民
生活

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

(1)絆とやすらぎのまち～安全・安心のまちづくり～（４頁）

・子育て世代や高齢者、障害者など、誰もが安心して暮らせる

やさしいいまちをめざします。

区民
生活

○取り組み
の方向性



4第３回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

Ⅰ だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活分野～14．平和と人権を尊重するまちをつくる

☆この政策でめざす状態

【平和推進】

区民一人ひとりが「平和の心」を育み、自分を大切にするとともに他の
人を尊重し、自他の権利と義務を理解し、いじめや犯罪、暴力のない
明るい地域社会で暮らすことができている状態、また、ひいては戦争
や紛争のない国際社会を望んでいる状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

【平和推進】

・平和の尊さや大切さを考える機会として、平成４年以降、毎年「平和祈
念コンサート」を開催しているが、コンサートに参加できる区民の数は
会場の収容人員という限界がある。

・平和を尊ぶ心を広げていくためには、区民の平和に対する考え方や平
和施策のあり方についての意見・要望を把握するとともに、平和の意
義・概念を広くとらえて区政全般の中で平和の施策のあり方について
検討し、より効果的な施策の展開を図る必要がある。

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

【平和推進】

・平和の意義を確認し、平和意識の高揚が図れるよう、効果的な
事業計画を策定し、その実施に努めるとともに、多くの区民に
平和の尊さや大切さを考える機会を提供

※平成19年度区民意識意向調査より

＜区民懇談会の提案内容＞
※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

(2)a)誰もが尊重されるまちをつくります（人

権尊重・男女共同参画）（12頁）

区民
生活

「活力」（２頁）

＊住民一人ひとりの力を引き出す人材活

用が課題となっています。

区民
生活

■現状にお
ける課題

☆めざすべき
将来像

(2)誰もが生き生き暮らせる元気なまち

（５頁）

＊誰もが尊重されるまち

区民
生活

○取り組み
の方向性

【人権・男女共同参画】

・区民および区職員が人権についての深い理解と認識を持ち、
地域社会および区政全般において、さまざまな立場の区民が
差別なく尊重されている状態

・男女が社会の対等な構成員として、政治や経済、地域、家庭
など社会のあらゆる分野において共に参画し、その成果と責
任を分かち合うという男女共同参画社会の理念が実現されて
いる状態

【人権・男女共同参画】

・同和問題やＤＶ（配偶者等からの暴力）、児童虐待、いじめの問題、女
性・障害者・高齢者・外国人・HIV感染者などに対する差別など、さま

ざまな差別や人権侵害が存在するとともに、犯罪被害者等の人権問
題、インターネットによる人権侵害など、新たな人権問題も顕在化して
いる。さまざまな人権課題について、人権問題として共通する視点に
立ち、人権教育・人権啓発として展開する必要がある。

・未だに性別による固定的な役割分担等が根強く残っている。男女共
同参画社会の実現に向けて、全庁的に施策を推進する必要がある。

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が平成
20年1月に改正され、区の役割の強化が求められている。

【人権・男女共同参画】

・区民の人権意識を高めるために、人権教育・啓発事業を、担当部
署・関連部署の連携のもとに効果的に進めるほか、区ホームペー
ジを活用した啓発等も工夫

・第２次練馬区男女共同参画計画の５つの目標「男女平等の意識
づくり」「誰もが働きやすい就業環境と女性の活躍支援」「健康・安
全の支援と女性に対する暴力対策」「自立を支える社会環境の整
備」「施策を進める体制づくり」の達成に向けて、担当部署・関連
部署の連携を図りながら、総合的に施策を推進

・配偶者等の暴力の防止および被害者の保護に関する対策を、担
当部署・関連部署の連携を図りながら推進

＜この政策にかかわる個別計画＞

・第2次練馬区男女共同参画計画（平成18年3月策定）

14 平和と人権を尊重するまちをつくる

141 平和を尊ぶ心を育む

142 人権の尊重と男女共同参画を進める

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価

不満評価満足評価

25.865.237.351.2

平和と人権
の尊重や男
女共同参画
の推進

※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁



5第３回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

Ⅰ だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活分野～15．納得と信頼の身近な行政を行う

☆この政策でめざす状態

行政サービスを効率的かつ効果的に提供し、区民が便利

に納得して利用することができる状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

・区民が生活をしていくうえで必要となる戸籍や住民記録な
どの手続き、住民票や印鑑証明などの証明書発行、税金
や保険料などの納付方法は、できる限り便利で簡単に行え
ることが求められている。

・区税について区民の理解に努め、信頼を損なわぬよう適正
な賦課と確実な収納が求められている。

・国民健康保険制度の運営にあたっては、制度の周知等を
充実するとともに、健康保持の観点も含めた医療費の適正
化を図る対策が必要である。また、国民年金制度の運営に
ついては、区民の立場に立った迅速・適正な対応を行い、
区民の理解を深めるように努める必要がある。

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

・出張所などの窓口における事務の効率的な運営およ
び自動交付機の設置拡大などによる区民サービスの
向上

・適正な賦課および確実な収納を行うことによる区税負
担の公平性の確保、様々な納付方法の拡充による納
付の利便性の向上

・国民健康保険料についての適切な収納対策の実施、
特定健診・特定保健指導の実施やレセプト点検の充
実などによる医療費の適正化、納付の利便性の向上

・国民年金事業の適正な運営、区民の国民年金に対
する理解の推進

※平成19年度区民意識意向調査より

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

15 納得と信頼の身近な行政を行う

151 便利で効率的な窓口サービスを行う

152 区税負担の公平性を確保する

153 国民健康保険および国民年金制度を適正に

運営する

＜この政策にかかわる個別計画＞

・出張所のサービス向上と事務の効率化実施計画
（平成18年1月策定）

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価

不満評価満足評価

10.683.440.753.4区の窓口サービスの向上

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

○取り組み
の方向性




